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第１ ふるさと融資制度の概要
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Ⅰ ふるさと融資とは

地域総合整備資金貸付(ふるさと融資)は、地方公共団体が民間金融機関等と共同

して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくり

の推進に寄与するために、地域総合整備財団(ふるさと財団)の支援を得て民間事業

者等の設備投資に係る無利子資金の貸付を行う制度である。

１．制度の基本的考え方

地方公共団体、民間事業者及び民間金融機関等がスクラムを組んで地域振興のた

めに協力していくこととし、このなかで地方公共団体は、ふるさと融資をインセン

ティブとして地域振興に寄与すると考えられる民間事業が行われるよう、民間事業

者に対して支援する。

また、多様な政策課題や地域課題の解決に資するよう、新規雇用の創出を前提と

して、幅広い分野の様々な規模の事業を対象とする。

２．制度運営の特色

（１）民間金融機関等と共同した民間事業活動等の支援

○  ふるさと融資は、民間金融機関等からの借入とセットで行われる。

○  ふるさと融資は、貸付対象費用の総額から補助金を控除した額の５０％(過

疎地域、定住自立圏等は６０％)以内とされている。

○  ふるさと融資においては、民間金融機関の連帯保証が必要である。

（２）地方債による融資資金の確保

○  ふるさと融資を行う地方公共団体が、融資のために必要な資金を円滑に確保

できるよう、当該資金は起債で賄われる。

○  起債同意された(届出地方債にあっては協議により同意を得られる)一般事業

(地域総合整備資金貸付分：充当率１００％)に係る地方公共団体の利子負担分

の７５％(用地取得費に係る部分は５０％)については、特別交付税によって措

置される。

○  起債の元本に対しては、転貸債のため実質公債費比率には算定されない。ま

た起債残高については将来負担比率に算定されない。

（３）全国的な共同組織としてのふるさと財団

ふるさと融資制度の全国的な運用を図るため、ふるさと財団は、地方公共団体

からの依頼を受け、対象事業についての総合的な調査・検討を行うとともに、ふ

るさと融資の実行・償還に係る事務を行う。
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ふるさと融資概念図

   *民間金融機関等からの借入金との関係において、地方公共団体からの求めがあり、

合理的な理由がある場合に限り、３０年以内まで償還期間を延長できる

〈融資比率のイメージ〉

      ５０%以内（過疎地域等６０%以内）

*
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Ⅱ ふるさと融資の要件

ふるさと融資の主な要件は次のとおりである。

詳細は、別冊「ふるさと融資Ｑ＆Ａ」(以下、Ｑ＆Ａという。)を参照願いたい。

１．貸付団体〔Ｑ＆Ａ １，６５～６８参照 〕

ふるさと融資の貸付を行う主体は、地方公共団体である。

２．貸付対象者〔Ｑ＆Ａ ３～９参照 〕

法人格を有する民間事業者を対象とする。第三セクター(国・地方公共団体の

１００％出資・出捐は除く。)も対象となる。

ただし、金融業を営む者(銀行、証券会社、保険会社、貸金業者等)は対象とな

らない。

３．貸付対象事業〔Ｑ＆Ａ １０～３６，６７参照 〕

上記２の民間事業者が実施し、地方公共団体が策定する「地域振興民間能力活用

事業計画」に位置付けられ、下記の要件をすべて満たす事業。

【要 件】

（１）事業の特長

公益性、事業採算性等の観点から実施されるもの。

（２）雇用の確保

事業地域内において、次の新たな雇用の確保が見込まれること。

① 都道府県・指定都市 ⇒ ５人以上

（「再生可能エネルギー電気事業」、「地域脱炭素化促進事業」、㈱脱炭素化支援機構が出

資等を行う「支援対象事業活動」、「地域脱炭素推進交付金の対象事業」のうち「脱炭

素先行地域づくり事業」、「重点対策加速化事業」及び「民間裨益型自営線マイクログ

リッド等事業」であって、地方公共団体が地域振興の観点から特に支援が必要と認め

る場合にあっては１人以上）

② 市町村（指定都市を除き、特別区を含む） ⇒ １人以上

③ 上記①、②に関わらず、設備を更新する事業であって、地域の産業・雇

用政策等への寄与が大きいと認められる場合には、雇用が維持される人

数を新たな雇用とみなす。

（３）用地取得に係る制限

用地取得等を貸付対象事業とする場合には、用地取得等契約後５年以内に

対象事業の営業が開始されること。
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【除外される事業】

（１）第三者に売却又は分譲することを予定する施設

（２）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項に定める風

俗営業及び同条第５項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

（用語解説）

※「地域振興民間能力活用事業計画」

地方公共団体が民間事業者等と協議のうえ、貸付対象事業要件に合致し、当

該団体としても支援する必要があると判断した場合に策定するもの。

※「再生可能エネルギー電気事業」

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第２条第５項に規

定する認定事業者が同項に規定する認定発電設備を整備する事業。

※「市町村が認定する「地域脱炭素化促進事業」」

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）第２２条

の２第３項の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に従って行われる同法第

２条第６項に規定する地域脱炭素化促進事業

※「（株）脱炭素化支援機構が出資等を行う事業」

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）第３６条

の２５第１項の規定により株式会社脱炭素化支援機構の支援の対象となった事

業者が、同項の規定により対象事業活動支援を受けて行う同法第３６条の２に

規定する対象事業活動

４．貸付対象費用〔Ｑ＆Ａ ３７～４２参照 〕

（１）設備の取得等に係る費用

施設・建物の建設・取得・整備・改良・補修、機械装置など動産取得、土地

の取得・造成のほか、これらとあわせて取得される無形固定資産。

土地の取得費については、設備の取得等に係る費用の３分の１を限度に算入

することができる。

（２）試験研究開発費等、当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用

  貸付対象事業の着工後から完了までに、当該事業に係る試験研究や開発に要す

る費用、営業開始のために支出する費用等のうち、人件費、賃借料、保険料、固

定資産税、支払金利、リース料に該当するもの。

付随費用に対する貸付額の割合は、当該対象事業一件当たりの貸付額の総額の

２０％未満とする。ただし、次の場合は、貸付額の総額の５０％未満とする。

① 試験研究開発用資産の取得等に係る費用と当該資産の取得等に伴い必要とな

る付随費用を貸付対象費用とする場合
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② ソフトウェア開発事業又は情報処理・情報サービス事業の場合

５．貸付額等〔Ｑ＆Ａ ４３～５１参照 〕

（１）貸付額

貸付上限額は要件一覧(Ｐ７別表)に掲げる金額、又は貸付対象費用の総額か

ら補助金の額を控除した額に要件一覧に掲げる融資比率（５０％又は６０％）

を乗じた額のいずれか小さい方の額。貸付下限額は、１００万円となる。

（２）貸付利率   無利子

（３）貸付対象期間  工期が複数年度にわたる事業の場合、そのうち連続する５年

以内

（４）償還期間    貸付対象事業に係る施設・設備の耐用年数を超えない範囲

で、貸付から２０年以内(５年以内の据置期間を含む。)

ただし、民間金融機関等からの借入金の償還期間との関係に

おいて、地方公共団体が地域総合整備資金の償還期間を２０

年超とすることを求める場合、財団の総合的な調査・検討に

おいて、貸付対象事業の事業採算性が特に認められる等、合

理的な理由がある場合に限り、３０年（５年以内の据置期間

を含む。）以内まで償還期間を延長できるものとする。

（５）償還方法    元金均等半年賦償還（半年ごとの償還額に千円未満の端数が

生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還。）

（６）民間金融機関等借入金〔Ｑ＆Ａ ５６～６０参照 〕

借入額総額のうち、ふるさと融資以外の借入金を「民間金融機関等借入金」と

呼ぶ。ふるさと融資はこの民間金融関等借入金とセットで行われる必要があり、   

貸付対象者である民間事業者の自己資金とともに、融資比率算出の基礎となる。

民間金融機関等借入金には、民間金融機関からの長期借入金に加え、日本政策

金融公庫など政府系金融機関からの借入、国や都道府県の制度融資、グループ会

社からの借入（必要性が十分認められる場合）も含まれる。ただし、個人からの

借入は該当しない。

６．債権の保全

（１）連帯保証〔Ｑ＆Ａ ５２～５５参照 〕

ふるさと融資においては、貸付けにかかる債権の保全及び回収の確保を図る

ため、民間金融機関の確実な連帯保証を必要とする。

「民間金融機関」の範囲は個別に財団まで問い合わせをいただきたい。

なお、政府系金融機関(日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫等)はこれに
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含まれない。

（２）遅延利息〔Ｑ＆Ａ １０９～１１２参照 〕

民間事業者が償還期日に償還金の支払いを怠ったときは、約定償還期日の翌日

から支払日までの日数に応じ、年１４％の遅延利息を支払う義務がある。

（３）繰上償還〔Ｑ＆Ａ １１３～１１８参照 〕

① 貸付要綱・約款違反による場合

貸付要綱第１３条及び金銭消費貸借契約一般約款第６条第１項各号又は同条

第２項各号の繰上償還事由に該当した場合には、繰上償還の対象となる。

② 民間事業者からの申出による場合

金銭消費貸借契約一般約款第６条第４項により、ふるさと融資の全部又は一

部を繰上償還する場合は、事前にふるさと融資を行う地方公共団体（貸付団体）

の承認を受ける必要がある。

なお、ふるさと融資の一部を繰上償還する場合は、変更契約の締結と保証金融

機関の変更契約承認書が必要となる。
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（用語解説）

※「過疎地域」「みなし過疎地域」

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第２条第２項の規定により公示された過疎

地域の市町村及び過疎地域とみなされる区域をいう。

※「離島地域」

離島振興法第２条第１項に規定する「離島振興対策実施地域」、奄美群島振興開発特別措置法

第１条に規定する「奄美群島」、小笠原諸島振興開発特別措置法第４条第１項に規定する「小笠

原諸島」及び沖縄振興特別措置法第３条第３号に規定する「離島」をいう。

※「特別豪雪地帯」

豪雪地帯対策特別措置法第２条第２項に規定する「特別豪雪地帯」をいう。

※「地域再生計画認定地域」〔Ｑ＆Ａ ４３参照 〕

内閣府所管の地域再生支援利子補給金又は特定地域再生支援利子補給金の支援措置を活用す

るために地域再生法に基づき地域再生計画の申請をし、認定を受けた計画に係る地域をいう。

※「定住自立圏」〔Ｑ＆Ａ ４４，４５参照 〕

定住自立圏構想推進要綱（平成２０年１２月２６日付け総行応第３９号総務事務次官通知）

に基づき、定住自立圏形成協定の締結等を行い、定住自立圏共生ビジョンを策定した宣言中心

市及びその近隣市町村をいう。（ふるさと融資は、当該協定又はビジョンに基づく取組に関連し

て実施される貸付対象事業に限る。）

※「連携中枢都市圏」〔Ｑ＆Ａ ４６，４７参照 〕

連携中枢都市圏構想推進要綱（平成２６年８月２５日付け総行市第２００号総務省自治行政

局長通知）に基づき、連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結等を行い、連携中枢都市圏ビ

ジョンを策定した宣言連携中枢都市及び連携市町村をいう。（ふるさと融資は、当該協約又はビ

ジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に限る。）

（その他留意点）

過疎地域、みなし過疎地域、離島地域、特別豪雪地帯の融資比率及び融資限度額の引上げについ

ては、以下の各根拠法の期限までの特例措置である。「東日本大震災に対処するための特別の財政

援助及び助成に関する法律」には期限の定めはなく、東日本大震災被災地域に対する特例措置は

引き続き令和１３年３月３１日まで延長されるが、令和８年度以降は福島県の地域に限定され

る。尚、岩手県及び宮城県（第５条第６項及び第７項に該当する場合を除く。）において、令和７

年度以前に貸付決定をした貸付対象事業については、貸付対象期間が終了するまで、従前と同様

の特例措置を講じることとする。
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地  域 根拠法の期限

過疎地域 令和１３年３月３１日

離島振興対策実施地域 令和１５年３月３１日

奄美群島 令和１１年３月３１日

小笠原諸島 令和１１年３月３１日

沖縄県の離島 令和１４年３月３１日

特別豪雪地帯 令和１４年３月３１日
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第２ ふるさと融資の事務手続き
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Ⅰ事務の流れ

ふるさと融資の利用の協議から償還に至るまでの事務の流れは、以下のとおり。

手  順
民間

事業者

地方公共団体

（貸付団体）

財団

(融資課)
説明・留意点

１ 
 

貸 
 

付 
 

決 
 

定 
 

ま 
 

で

(１) ふるさと融資制度の利用の協議

(２) 事前相談・調整
地方公共団体から財団への事前相談において

は、相談メモを活用すること。

(３) 借入申込み

  （次ペ－ジの表中①）

(４) 総合的な調査・検討依頼

  （次ページの表中②）

随 時

*地方公共団体が市町村（特別区を含む）の場

合は、財団と併せて都道府県へ写しを提出

（指定都市は不要）すること。また提出時に

は貸付要綱が制定済みであること（4月 23日・

7 月 23 日・11 月 12 日・令和 9 年 2 月 10 日(令

和 9 年度第１回)）までに財団あて書類を提出

すること）。

(５) 補足資料等の提出・調整

補足資料の提出及び質問状のやりとりは、地

方公共団体を経由して行うことを基本とす

る。財団と民間事業者の間で直接やりとりを

行うこともあるが、その際には、地方公共団

体にも参考送付する。

(６) 案件検討会 年 4 回開催 4 月、７月、10 月、１月

(７) 地方支援調査委員会 年 4 回開催 5 月、７月、10 月、2 月

(８) 総合的な調査・検討の結果通知
財団から地方公共団体へ送付（都道府県へは

写しを送付）

貸付決定通知
貸付決定通知前に予算措置および起債の同

意・届出の手続きが必要。

２

貸

付

実

行

等

(１) 貸付事務包括委託契約

  （次ペ－ジの表中③）

貸付事務包括委託契約（H23.4.1 改正）締結済

みの貸付団体は不要。

(２) 貸付実行関係事前調整

  （次ペ－ジの表中④）

貸付実行は、民間金融機関等からの借入と事

業費の支払い完了後を基本とする。

(３) 起債

(４) 貸付

実行

貸付金を財団の口座へ

振込

貸付金を民間事業者の

口座へ振込

(５) 事業完了報告

（次ペ－ジの表中⑤）

３償

還

(１) 償還

償還金を財団の口座へ

振込
毎償還日（半年に１回）

償還金を貸付団体の

口座へ振込

会社合併、対象事業の譲渡、保証行変更及び

保証履行等、貸付団体の債権保全上必要な事

務については、財団へ相談すること。

(２) 借入金残高状況報告

  （次ペ－ジの表中⑥）

*決算期ごとに民間事業者から貸付団体へ提出

すること。

*財団への提出は不要。
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必要書類一覧

（※）様式（ア）～（ク）については、財団ホームページに掲載の「貸付予定事業の事務の取り扱いに

ついて」を参照のこと。

項  目 作成者 様式例 ページ

① 借入申込み（民間事業者が地方公共団体に提出）

1 地域総合整備資金借入申込書 民間事業者 様式１ 21

2 事業計画書 〃 様式２ 22

3 事業者概要書 〃 様式３ 23

4 設備投資等及び資金調達計画書 〃 様式４ 24～25

5 年度別損益計画書 〃 様式５ 26

6 地域総合整備資金貸付に係る意見書 連帯保証予定者 様式６ 27～28

7 過去３期分の決算報告書 民間事業者

8 その他地方公共団体が必要とする補足書類 〃

② 総合的な調査・検討依頼（地方公共団体が財団に提出）

1 地域総合整備資金貸付に係る総合的な調査・検討依頼書 地方公共団体 様式７ 29

2 地域振興民間能力活用事業計画 〃 様式８ 30

3 地域総合整備資金貸付要綱 〃 50～56

4 民間事業者からの借入申込みに係る書類一式

（地域総合整備資金借入申込書、地域総合整備資金貸付に係る意見書は（写）を提出する）

③ 貸付事務包括委託契約（地方公共団体（貸付団体）が財団に提出）

1 地域総合整備資金貸付事務包括委託契約証書 地方公共団体 様式(ア) ※

2 貸付団体口座の通知について 〃 様式(イ) ※

（地域総合整備資金償還金の振込みを受ける貸付団体口座の通知について）

3 地域総合整備資金貸付決定通知書（写） 〃 様式９ 31

④ ふるさと融資の貸付実行に関する書類（地方公共団体（貸付団体）が財団に提出）

1 地域総合整備資金貸付金の交付に係る状況報告書（写） 民間事業者 様式(ウ) ※

2 借入金口座の通知について（借入金の振込口座通知） 地方公共団体 様式(エ) ※

3 金銭消費貸借契約書（写） 〃 様式(オ) ※

4 保証書（写） 連帯保証人 様式(カ) ※

5 民間事業者の印鑑証明書（写）及び現在事項全部証明書（写） 民間事業者

6 保証人の印鑑証明書（写）及び代表者事項証明書（写） 連帯保証人

⑤ 貸付対象事業の事業完了時に必要な書類（地方公共団体（貸付団体）が財団に提出）

1 地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書（写） 民間事業者 様式(キ) ※

⑥ 償還期間中、決算期ごとに必要な書類（民間事業者が地方公共団体（貸付団体）に提出）

1 地域総合整備資金貸付対象事業に係る借入金残高状況報告書 民間事業者 様式(ク) ※
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Ⅱ 具体的な事務手続き

１．貸付決定まで

（１）ふるさと融資の利用の協議（民間事業者⇒地方公共団体）〔Ｑ＆Ａ６８参照〕

民間事業者が本制度の利用を希望する場合は、地方公共団体へ協議する必要

がある。

この協議は、事業の推進に対するインセンティブとなることを目的としてい

る本制度の趣旨等に鑑み、事業着手前に行うことを原則とするが、地方公共団

体が地域振興に貢献すると認める場合には、事業着手後であっても貸付対象事

業とすることとして差し支えない。

ただし、事業完了後に協議があった場合には認められない。事業完了の日と

は、建物及び設備等の引き渡しが完了した日とする。

（２）事前相談・調整（地方公共団体⇒財団）

地方公共団体は、ふるさと融資を行うことを検討している事業について、で

きるだけ早い時期に財団融資部融資課まで相談・連絡する。相談・連絡を受け

た財団は、地方公共団体の検討状況に応じて必要な助言等を行う。

なお、相談の際には､「相談メモ（Ｐ２０）」を作成している場合には、財団

まで送付する。相談メモの記載内容を補足する資料があれば併せて送付する。

（３）借入申込み（民間事業者⇒地方公共団体）〔Ｑ＆Ａ６５～６７参照 〕

本制度の利用を希望する民間事業者は、以下の書類を作成し、地方公共団体

に借入申込みを行う。

  【必要書類】

① 地域総合整備資金借入申込書（様式１）

② 事業計画書（様式２）

③ 事業者概要書（様式３）

④ 設備投資等及び資金調達計画書（様式４）

⑤ 年度別損益計画書（様式５）

⑥ 地域総合整備資金貸付に係る意見書（様式６）

⑦ 過去３期分の決算報告書

⑧ その他貸付団体が必要とする補足資料
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（４）総合的な調査・検討依頼（地方公共団体⇒財団）

〔Ｑ＆Ａ ６９～７１，７５参照 〕

民間事業者から借入申込みを受けた地方公共団体は、本制度に基づく貸付決

定を行うに際して、以下の書類を作成、財団へ提出し、総合的な調査・検討を

依頼する。（指定都市を除く市町村（特別区を含む）は、併せて都道府県へその

写しを提出する。）

また、次年度に実施する事業、並びに複数年度にわたる事業における当該年

度及び次年度実施分については、当該年度中に総合的な調査・検討依頼を行う

ことができる。

   【必要書類】

① 財団に対する総合的な調査・検討依頼書（様式７）

② 地域振興民間能力活用事業計画（様式８）

③ 地域総合整備資金貸付要綱

④ 上記（３）借入申込みに係る書類一式

地域総合整備資金借入申込書（様式１）及び地域総合整備資金貸付に

係る意見書（様式６）は写しを提出

   【留意事項】

   書類は原本を財団融資部融資課へ提出するとともに、電子データについても

電子メールで提出する。

（５）補足資料等の提出・調整（財団⇔地方公共団体、財団⇔民間事業者）

財団は、上記（３）及び（４）に係る書類を受領後、必要に応じて提出書類

以外に補足資料の提出を求めるほか、質問状の送付（対象事業に係る地方公共

団体・民間事業者に対する質問状）や現地ヒアリング調査（地方公共団体及び

民間事業者への訪問調査）を行うことがある。

（６）案件検討会（財団）〔Ｑ＆Ａ ７３参照 〕

財団は、保証金融機関や民間金融機関等借入金の内定状況等を確認しなが

ら、案件の採択可能性について次の視点から調査・検討し、財団の案件検討会

において内定する。

【調査・検討の主な視点】

   ・ふるさと融資制度の目的（主旨）及び各種要件への適合性
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   ・民間事業者の事業遂行能力の評価

   ・対象事業の採算性の評価

・対象事業の公益性の評価（雇用・所得・地域振興効果）

・ふるさと融資を含めた借入金に対する償還能力の評価

【開催回数】

年４回（４月、７月、１０月、１月）

（７）地方支援調査委員会（地方公共団体金融機構）〔Ｑ＆Ａ ７４参照 〕

地方公共団体金融機構が設置する外部専門家を中心とする委員会において、財

団の案件検討会において採択された案件について総合的な調査・検討を行う。

【開催回数】

年４回（５月、７月、１０月、２月）

（８）総合的な調査・検討の結果通知（財団⇒地方公共団体⇒民間事業者）

〔Ｑ＆Ａ ７７～８０参照 〕

財団は、地方公共団体へ総合的な調査・検討結果通知を送付する。（団体が指

定都市を除く市町村（特別区を含む）の場合は、財団から都道府県へその写し

を送付する。）

地方公共団体は、本通知を受領後、民間事業者へ貸付決定通知（様式９）を

行う。

なお、総合的な調査・検討の結果通知は、起債同意等予定額通知（７月、２

月予定）に先行して行う。このため、起債協議等を行う地方公共団体において

は、財政担当部署と協議し、貸付決定通知時期を設定する。

※借入申込み内容の変更（民間事業者⇒地方公共団体⇒財団）

案件検討会後に借入申込み内容に変更が生じた場合、次の書類を財団へ提出

する。（指定都市を除く市町村（特別区を含む）は、併せて都道府県へ書類の

写しを提出する。）

なお、ふるさと融資額の増額、融資期間の延長など、案件検討会において決

定された内容を緩和する方向での変更は認められない。

  【必要書類】

① 民間事業者の作成書類

・借入申込内容変更書（様式１０）[財団へは「写し」を提出]

・設備投資等及び資金調達計画書（様式４－１）
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② 地方公共団体の作成書類

・財団への変更依頼書（様式は適宜）

・地域振興民間能力活用事業計画書（様式８）

・地域総合整備資金貸付決定通知書（様式９）

２．貸付実行等

（１）貸付事務包括委託契約 〔Ｑ＆Ａ ８１～８５参照 〕

貸付実行や償還に係る事務処理を円滑に行うため､財団と地方公共団体（貸付

団体）との間で貸付事務包括委託契約（無償）を締結する。

貸付事務包括委託契約は、一度締結すれば、その後は当該委託契約に基づい

て貸付実行・償還事務を実施するため、新たな貸付に際し、新たに貸付事務包

括委託契約を締結する必要はない。

（２）貸付実行関係事前調整 〔Ｑ＆Ａ ８６，９１～１００参照 〕

① 貸付実行日の決定

ふるさと融資の貸付実行日は、当該年度の対象事業費の支払いと民間金融機

関等からの借入がともに完了していることを基本とする。

ただし、地方公共団体（貸付団体）が特に必要と認める場合には、対象事業

費の最終支払日の概ね１カ月前の日以降の日において貸付を実行することがで

きる。

なお、貸付対象事業費に係る支払いと民間金融機関等からの借入が、当該

年度（出納整理期間を含む）までに完了することを確認する必要がある。

② 金銭消費貸借契約締結等の準備

次の書類を作成し､貸付実行の準備を行う。

ア 地域総合整備資金貸付金の交付に係る状況報告書（様式ウ）

…民間事業者作成

イ 借入人口座の通知について（様式エ）         …貸付団体作成

ウ 金銭消費貸借契約証書（案）（様式オ）       …貸付団体作成

エ 保証書（案）（様式カ）              …民間事業者作成

オ 印鑑証明書（民間事業者・保証金融機関）、現在事項全部証明書（民間事

業者）及び代表者事項証明書（保証金融機関）

※（様式ウ）、（様式エ）、（様式オ）、（様式カ）は、財団ホームページに掲載の
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「貸付予定事業の事務の取り扱いについて」を参照のこと。

（３） 起  債（貸付団体）

貸付に充当する原資の調達（起債）に係る予算措置は、貸付団体において、

貸付決定までに行う。

※ 総合的な調査・検討依頼書（様式７）の６，７及びＱ＆Ａ ６１～６４、

７６参照。

（４）貸付実行（貸付団体⇒財団⇒民間事業者）〔Ｑ＆Ａ ８６～１００参照 〕

貸付団体は、民間事業者と金銭消費貸借契約を締結した後、財団の指定する

口座へ貸付金を振り込み、財団は民間事業者の口座へ貸付金を振り込む。

（５）完了報告（民間事業者⇒貸付団体⇒財団）〔Ｑ＆Ａ １０１，１０２参照 〕

民間事業者は、貸付対象事業が完了し営業開始後速やかに次の書類を作成

し、貸付団体へ提出する。貸付団体は、その写しを財団へ提出する。

① 地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書（様式（キ））

② 対象施設の完成写真（対象施設の外観、施設内部、機械設備等、貸付対象

事業の内容に応じて作成すること。）

３．償 還

（１）償  還（民間事業者⇒財団⇒貸付団体）〔Ｑ＆Ａ １０３，１０５～１０８参

照 〕

① 償還日

ふるさと融資の償還方法は元金均等半年賦償還（年２回）で、償還月は決定

年度によって異なり、償還期日は５日、１５日、２５日のいずれかである。

・令和８年度予算において初めて貸付決定がなされる事業に係る案件について

は、原則として「毎年４月１５日及び１０月１５日」とするが、貸付団体及

び借入事業者の希望により、他の組合せを設定することも可とする。

  この場合は、総合的な調査・検討依頼の段階で相談する。

・令和７年度以前からの継続事業に係る案件については、当該事業に係る１年

度目案件と同日とする。

令和７年度からの継続事業 ：９月２５日及び３月２５日

令和６年度からの継続事業 ： ８月２５日及び２月２５日



19

令和５年度からの継続事業 ： ７月２５日及び１月２５日

  令和４年度からの継続事業 ：６月２５日及び１２月２５日

・令和９年度予算において初めて貸付決定がなされる事業に係る案件について

は、原則として「毎年５月１５日及び１１月１５日」とする予定である。

② 償還方法

民間事業者は、償還金を財団の口座へ振り込み、その翌銀行営業日に財団か

ら貸付団体へ振り込む。

（２）借入金残高状況報告（民間事業者⇒貸付団体）〔Ｑ＆Ａ １２３参照 〕

民間事業者は決算期ごとに借入金残高状況報告書と決算書又は営業報告書を

貸付団体に提出する。

なお、貸付団体から財団への提出は要しない。

（３）その他

① 届出事項の変更

住所、法人名、代表者名、届出印鑑、資本金等民間事業者の届出事項に変更

があったときは、直ちに変更届（様式（ケ））による届出が必要である。

※ 変更届（様式（ケ））は財団ホームページ掲載の「貸付予定事業の事務の

取り扱いについて」を参照のこと。

③ 民間事業者等の重大な変動に係る協議 〔Ｑ＆Ａ １１９参照 〕

合併、会社分割、事業譲渡、減資等、民間事業者又は保証金融機関の資産や

事業の状況に重大な変化がある場合は、事前に貸付団体に報告する義務がある

ので、債権者である貸付団体が異議を申し立てることができる期間内に財団と

協議する。

④ 完 済 〔Ｑ＆Ａ １０４参照 〕

最終償還が行われた後、貸付団体は債権が消滅したことを確認の上、金銭消

費貸借契約証書及び保証書をそれぞれ民間事業者及び保証人に返却する。
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【参考】 貸付実行と償還の流れ（資金の流れ）

（注）⑦及び⑧は、「貸付事務包括委託契約」に基づき、ふるさと財団の口座を経由して実行。

【参考】融資の適否の決定までの手続き

地方公共団体

（貸付団体）
ふるさと財団

民間事業者

①申込み

②総合的な調査・検討依頼

③結果通知

⑤貸付決定通知

総 務 省

③結果報告④起債同意等

（同意等を要する場合）

地方公共団体
（貸付団体）

民間金融機関等

⑥原資の借入（起債）

ふるさと財団民間事業者

⑨地方債の償還

⑧償  還

事務委託契約

⑦貸  付
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第３ ふるさと融資借入申込書類等様式



 〇〇県〇〇市≪連絡先≫　　　　　　　　部署名：　　　　　　　　　　　　　　　担当者名：

％

年 ※ 20年超を希望する場合：民間金融機関等借入　　年・法定耐用年数　　年

人 ※都道府県・指定都市は５人以上、市町村は１人以上のこと

 □ 過疎・みなし過疎地域 □ 離島地域 □ 特別豪雪地帯 □ 沖縄県

 □ 地域再生計画認定地域 □ 定住自立圏 □ 連携中枢都市圏 □ 東日本大震災被災地域

 □ 市町村が認定する「地域脱炭素化促進事業」 　□ 再生可能エネルギー電気事業

 □ ㈱脱炭素化支援機構が出資等を行う事業

年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日 ※複数年度案件の場合は、初回分の希望時期を記入のこと

(保証補助の予定　有・無)

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

設備投資等の総額

(①ふるさと融資　ｂ)

(③補助金　ｃ)

(④その他(自己資金等))

ふるさと融資比率 ｂ/(ａ-ｃ) ％ ％ ％ ％ ％

貸付対象外事業費（消費税等）

＜貸付対象事業費（ａ）の内訳＞ （単位：百万円）

例） 用地取得費

建設費

設備整備費

：

：

：

付随費用

年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日

ふるさと融資　相談メモ

地方公共団体名
TEL: FAX: E-mai:

事　業　及　び
主要施設の概要

（※目的、施設規模・機能を必ず記載。補足資料や概要資料等、内容のわかるものがあれば、
    併せて送付する。）

新 　規 　雇　 用

事 業 地 の 住 所

地域指定の状況

事　業　者　名 公の出資割合

事　　業　　名

事業の特例状況

＜スケジュール＞
事　業　着　手 事　業　完　了 営　業　開　始　

令和 令和

償還期間

貸 付 予 定 時 期 令和

令和

起債の届出・同意等の別 ａ．届　出　　　　　　　ｂ．同　意　等　（１次　　２次）

≪設備投資等及び資金調達の内訳≫ 保証金融機関

（単位：百万円） 総　　額

0 0 0 0 0

貸付対象事業費(①＋②＋③＋④＝ａ) 0 0 0 0 0

資
金
調
達
内
訳

0

(②民間金融機関等借入金) 0

0

0

合　　計

0

0

提 出 令和地方公共団体記入 作 成 令和

※財団記入 受 付 令和 登 録 令和 取下げ

令和取下げ

令和

22
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（様式１）

令和  年  月  日

○ ○ 県（都・道・府）知事

△ △ 市（ 町 ・ 村 ） 長

                        郵便番号

                        住  所

                    申込者 名  称             

                        代表者名           ㊞

                        電話番号

地域総合整備資金借入申込書

地域総合整備資金貸付要綱に基づき、地域総合整備資金を下記のとおり借り入れたいので、

関係書類を添えて申請します。

なお、申請にあたり、一般財団法人地域総合整備財団及び地方公共団体金融機構が下記借入

に係る総合的な調査・検討を行うことを了承します。

記

１ 貸付金の額       円（令和  年度）

２ 事 業 名 ○ ○ ○ ○ 事業

   （事業内容については、別添「事業計画書（様式２）」のとおり。）

３ 借入希望条件

① 借入希望時期  令和  年   月

  ② 借入希望期間      年   月（原則２０年以内）

  ③ 据置希望期間      年   月（５年以内）

４ 連帯保証予定者名

    法人名                  

５ 連絡先

申込事業者 連帯保証予定者

所属名

担当者名

電話番号

ＦＡＸ

E-Mail

様



（様式２）
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事 業 計 画 書

（ふ り が な      ）

事 業 名

（ふ り が な      ）

事 業 者 名

事 業 地

設備の取得等の期間          着工・着手 令和  年  月  日、 完成 令和  年  月  日     

稼 働 予 定 年 月 日 令和  年   月   日

貸付対象事業を含む全体事業の概要

貸付対象事業の内容と当該事業者の事業展開戦略上の位置づけ

敷地（開発）面積       ｍ２（うち賃借面積     ｍ２） 建物構造

建 物 延 床 面 積               ｍ２（うち賃借面積     ｍ２）

雇用効果
新規雇用確保数 稼働時        人

うち直接雇用 稼働時        人、間接雇用 稼働時        人       



（様式３ ）

事業者概要書 (単位：百万円）

兼職

百万円

名

短期長期

借入

そ の 他

合 計

金 融 機 関 等
(    )

(    )

(    )

特
記
事
項
等

財
務
状
況

/

期

借
入
金
残
高

/

期

(    )

流 動 資 産

（うち現預金）

固 定 資 産

繰 延 資 産

資 産 合 計

流 動 負 債

（うち借入金）

固 定 負 債

（うち借入金）

純 資 産

（ う ち 資 本 金 ）

( ふ り が な ）

事 業 名
( ふ り が な ）

事 業 者 名

代 表 者 名

　〇／3　期

今 期 見 込

　〇／3　期

　〇／3　期

損 益 状 況

(                                                            )

設立年月日　

創業年月日

部
門
別
売
上
高
推
移

役 員

従 業 員 数

2

本 社 所 在 地

出 資 ・ 出 捐 構 成

主 要 事 業 の 概 要

主 要 仕 入 先

決算期（年/月）

1 対象事業部門（　　）

主 要 販 売 先

(%)

売上高 営業利益（同利益率） 経常利益売上総利益 税引後利益 繰越利益 減価償却

(                                                            )  (系列) －

（上場　  証　       部、　 非上場）

略歴

（  　年　　月生）　

資本金・基本財産等

〇 ／ 3 期 （ 比 率 ） 〇 ／ 3 期 （ 比 率 ） 〇 ／ 3 期 （ 比 率 ）

3

4

5

その他共合計

(%) (%)

25



（様式４－１）

設備投資等及び資金調達計画書 年度案件

事業者名

（単位:百万円）

年度 年度 年度 年度 年度

A 0

0

0

0

0

0

0

B 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

C 0 0 0 0 0 0

D 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

E 0 0 0 0 0 0

F 0 0 0 0 0 0

年度 年度 年度 年度 年度

G 0 保証料率　　％

0

0

0

0

0

0

0

H 0 0 0 0 0 0

I 0 0 0 0 0 0

J 0

0

0

0

K 0 0 0 0 0 0

L 0 0 0 0 0 0 Dと一致すること

0

0

0

M 0 0 0 0 0 0

N 0 0 0 0 0 0 Fと一致すること

※用地取得費は設備の取得等に係る費用総額の3分の1を限度として貸付対象事業費に算入可能

合計(L+M) 

支払いベース

資金区分

計

その他（　　　　）

事業名

費用区分

資
金
調
達
内
訳

計

貸

付

対

象

外
事

業

費

自己資金

その他（　　　）

計

自己資金

計(G+H)  

借
入
総
額

借入金計

賃借料

リース料

固定資産税

支払金利

計

保険料

設
備
の
取
得
等

用地取得費※

所要額

調達額 備考

消費税

合計(D+E)

人件費

付随費用の比率(%)　C/D×100

貸
付
対
象
外
事
業
費

設
備
投
資
等
内
訳

計

付
随
費
用

貸
付
対
象
事
業
費

融資比率(%)　G/(L-J)×100

計(I+J+K) 

計

用地取得費※

計(B+C)

貸
付
対
象
事
業
費

そ
の
他

借入金計

補助金

民
間
金
融
機
関
等
借
入
金

地域総合整備資金

備考

26
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（様式４－２） 設備投資等及び資金調達計画書 付表

１ 事 業 計 画

２ 許認可関連（不要の場合は「不要」と記入すること。）

項目 内容 許認可先 時期

開発許可

建築確認

環境アセスメント

その他（    ）

３ 国・地方公共団体からの補助金（ふるさと融資対象案件が国・地方公共団体から補助を受

ける事業の場合、以下に具体的に記入すること。）

補 助 者         補助金名         補助金額       百万円

補 助 者         補助金名         補助金額       百万円

補 助 者         補助金名         補助金額       百万円

項  目 時  期 項  目 時  期

土 地 取 得 （ 賃 貸 ）   年  月

土 地 造 成 （ 着 工 ）   年  月 造 成 （ 完 成 ）            年  月

工 事 契 約   年  月 支 払 時 期   年  月

〃   年  月 〃   年  月

〃   年  月 〃   年  月

着 工 時 期   年  月 完 成 時 期   年  月

営 業 開 始 時 期   年  月



（単位：百万円）

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 合計

売上高                a 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     ＜売上高算定根拠＞

本プロジェクト 0

既存事業等 0

損 費用                b 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

人件費 0

益 原材料費 0

0

計 その他 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

画 0     ＜費用算定根拠＞

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

長期借入金返済 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本プロジェクト 0

その他 0

（注） 1

2 損益計画を記載するに当たって、5年間経過後については前年同額で計画額を記入してもよい。

（減価償却費、長期借入金返済額等計画として明確に記載できるものは除く）

3

28

内部留保累計

税引後利益

内部留保(c+e)                f

損益計画の項目名は変更しないこと。

ただし、具体的な計画等（例えば、本プロジェクトの第２期追加投資の増収効果等）がある場合には、その事情を加味して記入すること。

事業初年度以降､ふるさと融資が終了する決算期までの全期間の損益計画について記載すること。その際利用しない列については削除すること。

減価償却費         c

利益留保　　　　　　　　　　 e

営業利益(a-b)               d

経常利益

備考
決算期（年/月）

年度別損益計画書

(様式５）

全社ベース

事業者名事業名



（様式６）
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令和  年  月  日

○ ○ 県 知 事

△△市（町・村）長

                          住  所

                  連帯保証予定者 名  称         

                          代表者名          ㊞

地域総合整備資金貸付に係る意見書

  ××××   が実施する ○○○○   事業についての当       の意見は

別紙のとおりです。

なお、 ××××   に対する債権保全のために、貴○○県（△△市（町・村） ）に    

損失補償を要求することはありませんので、念のため申し添えます。

様
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（ 別 紙 ）

項    目 意                見

１ 事 業 者 の 業 績

及 び 業 況

２ 本 ﾌ ﾟ ﾛ ｼ ﾞ ｪ ｸ ﾄ の

妥 当 性

３ 総 合 所 見



（様式７）
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番         号
令和  年  月  日

一般財団法人地域総合整備財団

理事長 ○ ○ ○ ○ 様
○○都道府県知事 ○ ○ ○ ○
△△市町村長  △ △ △ △ ㊞

地域総合整備資金貸付に係る総合的な調査・検討依頼書

下記の事業計画については、地域総合整備資金の貸付を検討したいので、関係書類を添えて
総合的な調査・検討を依頼します。

記

１ 事  業  名：               

２ 事 業 者 名：               （国・地方公共団体の出資割合：  ％）

３ 借入協議のあった日：令和  年  月

４ 事業着手（予定）日：令和  年  月

５ 総合的な調査・検討実施希望年度 ： 令和  年度

６ ふるさと融資に係る予算措置の状況（予定を含む） ※該当に○印

ａ．措置済（ （  ）年度当初予算、 （  ）年度（  ）月補正予算 ）
ｂ．予 定（ （  ）年度当初予算、 （  ）年度（  ）月補正予算 ）

７ 起債の届出・同意等の別 ※該当に○印
ａ．届出 ｂ．同意等（ １次 ２次  ）

８ 事業者に対する地方公共団体の損失補償契約の状況（予定を含む） ※該当に○印
ａ．貸付予定地方公共団体が、ふるさと融資の連帯保証又はその民間金融機関等借入金に

対して損失補償
ｂ．損失補償の予定なし

９ 事業者の代表者を地方公共団体の長が兼務している場合、金融機関等に対して当該事業
者のためにする個人保証の有無（予定を含む） ※該当に○印

ａ．有 ｂ．無 ｃ．兼務していない

10 地方公共団体による連帯保証料補助の状況 ※該当に○印（ａｂについては概要を記載）

ａ．実施予定 ｂ．検討中 ｃ．未定 ｄ．実施せず
（ 補助の概要 ：                               ）

11 添付資料
①地域振興民間能力活用事業計画､ ②地域総合整備資金貸付要綱

③民間事業者からの提出書類

12 貸付予定地方公共団体連絡先
  部 署 名：                 担当者名：         

  電  話：          （内    ） Ｆ Ａ Ｘ：         

  E - m a i l：                 
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                                      （単位：百万円）

地域振興民間能力活用事業計画                        令和〇・〇年度案件

（ふ り が な）

貸 付 対 象 事 業 名

（民間プロジェクト名）

（                ）

（              ）

貸付予定団体名（事業地域名）           （          ）

（ふ り が な）

民 間 事 業 者 等 名
(                 )

連 帯 保 証 予 定 者

総額 〇年度分 〇年度分 ○年度分 ○年度分

設 備 投 資 等 の 総 額

貸 付 対 象 事 業 費

ふ る さ と 融 資 額

民 間金 融機 関等 借入 金 額

補 助 金 額

ふ る さ と 融 資 比 率 ％ % %
%

% %
貸付対象事業の概要（設備の取得等の期間：令和 年 月 日～令和 年 月 日）

敷地（開発）面積       ｍ２（うち賃借面積  ｍ２） 建物構造

建 物 延 床 面 積       ｍ２（うち賃借面積  ｍ２）      

当該団体において支援しようとする趣旨・目的

当該事業の基本計画等での位置づけ等

当該事業による地域の振興効果等

※以下、対象外の場合は適宜削除
設備を更新する事業等については、事業の営業開始前及び営業開始後に見込まれる雇用者数を記載
（例 営業開始前：〇人→営業開始後：〇人）。また、雇用者数が営業開始後に減少する場合は、
各地方団体において、地域の産業・雇用政策等への寄与が大きいと判断した理由等を合わせて記載。

地域総合整備資金貸付要綱第８条に基づき、償還期間の延長を求める場合

① 償還期間を20年超とする理由（民間金融機関等からの借入金の償還期間や、法定耐用年数も踏まえて記載。）

② 事業採算性（事業継続性・償還確実性等）の観点から、延長しても問題ないことがわかる根拠

※別紙による提出も可

稼働時における新規雇用者確保数   人  （令和 年 月 日稼働予定）

  （うち直接雇用者確保数      人、 うち間接雇用者確保数      人）

当 該 市 町 村 の 状 況
人口          人 財政力指数        

高齢化率        ％ 人口増減率       ％

事業地における地域指定の

状況(該当箇所に○を付ける）

過疎・みなし過疎 離島  特別豪雪地域再生計画認定地域

定住自立圏  連携中枢都市圏  東日本大震災被災地域

事業の特例状況

(該当箇所○を付ける）

市町村が認定する「地域脱炭素化促進事業」

㈱脱炭素化支援機構が出資等を行う事業

再生可能エネルギー電気事業 地域脱炭素推進交付金の対象事業

貸 付 団 体 の 財 政 状 況
経常収支比率       ％ 財政力指数        

実質公債費比率      ％
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                                 番     号

年  月  日

民 間 事 業 者 宛

                         ○ ○ 県 知 事

                         △△市（町・村）長    ㊞

地域総合整備資金貸付決定通知書

令和  年  月  日付けで申請のあった標記資金の貸付けについては、下記のとおり

貸付けを行うことを決定したので通知します。

（条件変更の場合）

  令和  年  月  日付けで申請のあった標記資金の借入内容変更については、

下記のとおり貸付けを行うことを決定したので通知します。

記

１ 貸付金の額   金            円也

２ 貸付対象事業名  ○ ○ ○ ○ 事業

３ 貸付年度    令和  年度

４ 償  還    第１回   年  月  日 （金額       円）

          最終回   年  月  日 （金額       円）

５ 連帯保証者   住 所

          法人名

（*）貸付条件に変更がある場合には、当該事項に（変更後）と記入。
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令和  年  月  日

○ ○ 県（都・道・府）知事

△ △ 市（ 町 ・ 村 ） 長

                        郵便番号

                        住  所

                       名  称      

                        代表者名            ㊞

                        電話番号

地域総合整備資金借入申込内容変更書

地域総合整備資金の借入申込内容（事業名）を下記のとおりに変更したいので、関係書類を

添えて提出します。

記

１ 変更箇所（該当する欄のみ記入）

項目 変更前 変更後

借入希望額 金    百万円 金    百万円

償還条件

第１回     年  月  日

（金額        円）

最終回     年  月  日

（金額        円）

第１回     年  月  日

（金額        円）

最終回     年  月  日

（金額        円）

連帯保証人 法人名     法人名     

その他

（   ）

２ 添 付 資 料

  設備投資等及び資金調達計画書（様式４－１）

様
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第４ ふるさと融資借入申込書類等
記載例及び記載要領  



 ふるさと県ふるさと市　　≪連絡先≫　部署名：ふるさと部ふるさと課　　　担当者名：ふるさと太郎

％

年 ※ 20年超を希望する場合：民間金融機関等借入　　年・法定耐用年数　　年

人 ※都道府県・指定都市は５人以上、市町村は１人以上のこと

 ふるさと市本町１－２－３

 □ 過疎・みなし過疎地域　　　 　□ 離島地域　　 　　□ 特別豪雪地帯　　　 　□ 沖縄県

 □ 地域再生計画認定地域　 ☑ 定住自立圏 　□ 連携中枢都市圏　 □ 東日本大震災被災地域

国が認める地域脱炭素推進交付金事業のうち□「脱炭素先行地域づくり事業」□「重点対策加速化事業」

 □ 市町村が認定する「地域脱炭素化促進事業」 　□ 再生可能エネルギー電気事業

 □ ㈱脱炭素化支援機構が出資等を行う事業

年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日 ※複数年度案件の場合は、初回分の希望時期を記入のこと

　○○○銀行 (保証料補助の予定　有・無)

令和 年度 令和 年度 令和 年度 令和 年度

設備投資等の総額

(①ふるさと融資　ｂ)

(③補助金　ｃ)

(④その他(自己資金等))

ふるさと融資比率 ｂ/(ａ-ｃ) ％ ％ ％ ％ ％

貸付対象外事業費（消費税等）

＜貸付対象事業費（ａ）の内訳＞ （単位：百万円）

例） 用地取得費

事務所棟建設費

工場棟建設費

電気･空調等設備費

機械設備費

外構･駐車場整備費

設計費

付随費用

年 月 日 年 月 日 年 月 日

年 月 日 年 月 日 年 月 日

1,100

登 録 令和 〇〇 〇〇 〇〇 取下げ

令和〇〇 〇〇 取下げ

令和〇〇 〇〇

提 出 令和 〇〇地方公共団体記入 作 成 令和 〇〇 〇〇 〇〇

※財団記入 受 付 令和 〇〇

190 130 60

合　　計

70 50 20

49.1 49.0 49.2

200

100

300

100

200

100

100

0

資
金
調
達
内
訳

525 245 280

(②民間金融機関等借入金) 475 205 270

30 0 30

1,290 630 660 0 0

貸付対象事業費(①＋②＋③＋④＝ａ) 1,100 500 600 0 0

起債の届出・同意等の別 ａ．届　出　　　　　　　ｂ．同　意　等　（１次　　２次）

≪設備投資等及び資金調達の内訳≫ 保証金融機関

（単位：百万円） 総　　額 〇〇 ○○

ふるさと融資　相談メモ

地方公共団体名
TEL: ○○○－○○－○○○○ FAX: ○○○－○○－○○○○ E-mail:○○○○＠○○○○○○○

貸 付 予 定 時 期 令和 〇〇 〇〇 〇〇

〇〇 〇〇 〇〇 令和
＜スケジュール＞

事　業　着　手

令和 〇〇 ○○ ○○ 令和 〇〇〇〇 〇〇

公の出資割合 0

事　　業　　名

新 　規 　雇　 用 35

事 業 地 の 住 所

地域指定の状況

事　業　者　名  株式会社　ふるさと菓子舗

事　業　及　び
主要施設の概要

当社の創業３００年記念事業として、ふるさと城大手門前に、観光客を対象とした観光工場（５，００
０㎡）を建設する。施設内では、当社及び他社の製品について、その製造技術を実演により紹介し、イ
メージアップによる集客・宣伝効果を狙う。一角にて、郷土料理レストラン及び和風喫茶（併せて１，
０００㎡、１００席）を併営する。
敷地面積　１５，０００㎡、建物延床面積　５，０００㎡、建物構造　鉄筋コンクリート３階建て

事　業　完　了 営　業　開　始　

 観光和菓子工場建設事業

事業の特例状況

償還期間 〇〇

 36
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相談メモ

項目 記載内容及び留意事項

１．作成者 ・貸付団体

２．事業者名 ・貸付を受ける法人名を記載する。

３．公の出資割合 ・国、地方公共団体他の公的な団体からの事業者への出資割合を記載する。

４．事業名 ・当該地方公共団体における名称を記載する。

・事業名に具体的な施設名等固有の名称は入れない。

例）○特別養護老人ホーム建設事業 ×特別養護老人ホーム「夢の里」建設事業

５．事業及び主要施設の概要 ・貸付対象事業の内容を簡潔に記載する。

（事業地、具体的な設備内容、生産品、具体的なサービス内容、投資目的とその効果等を

記載する。）

・敷地面積、建物延床面積、建物構造等についても把握できる範囲で記載する。

６．償還期間 ・ふるさと融資の償還期間を記載する。

・20 年超の借入を希望する場合には、民間金融機関等の償還期間及び主たる投資対象設

備の法定対象年数を記載する。

７．新規雇用 ・事業の稼動時に創出される新規雇用数を記載する。

・パート等の場合は常勤換算（１日８時間勤務）して記載する。

８．地域指定の状況 ・事業実施地において過疎、みなし過疎（旧過疎地域に限る）、離島、特別豪雪、地域再

生計画認定地域、定住自立圏、連携中枢都市圏、東日本大震災被災地域に該当する場合

☑を入れる。

９．事業の特例状況 ・国が認める地域脱炭素推進交付金事業のうち「脱炭素先行地域づくり事業」、「重点対策

加速化事業」

・市町村が認定する「地域脱炭素化促進事業」、㈱脱炭素化支援機構が出資等を行う事業、

再生可能電気エネルギー事業のいずれかに該当する事業に☑を入れる。

１０．スケジュール ・事業着手日、事業完了日、営業開始日を記載する。

１１．貸付予定時期 ・貸付予定時期を記載する。

１２．起債の届出・同意等の別 ・届出或いは同意等を〇で囲み、同意等の場合は更に 1 次、2 次に〇をつける。

１３．保証金融機関

（保証料補助の予定 有・無）

・連帯保証人となる金融機関名を記載する。

・貸付団体が保証料補助を行う予定がある場合は有を、無い場合は無に〇をつける

１４．設備投資等及び資金調達の内訳 ・金額は百万円単位で記載する。

・年度区分は地方公共団体の会計年度区分に従って記載する（４／１～翌年３／３１）。

民間事業者の決算期が３月でない場合は、特に注意する。

・ふるさと融資比率は小数点以下第１位まで記載する（小数点以下第２位を切り上げ）。

・貸付対象事業費は消費税額抜き価格で計算し、消費税額分は貸付対象外事業費に含めて

記載する。

１５．貸付対象事業費の内訳 ・貸付対象事業費の内訳を記載する。（消費税額抜き価格で計算することに注意する。）

・金額は百万円単位で記載する。

１６．地方公共団体記入 ・作成日、財団への提出日を記載する。
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